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1 機構及び職員数

企画財政部機構図(H31.4.1現在)

企画財政部

(68人)

部 長

片岡研之

都市経営室

(19人)

(福島市へ派遣職員1人を含む。)

、

政

長崎創生推進室

(4人)

、

中道大介

移住支援室

(3人)

原田宏子

酒井英生

石永浩

野副智子

萩原直人

草野祥子

大型事業推進室

(7人)

室

地域コミュニティ推進室

(13人)

長

室

山田尚登

市民協働推進室

(4人)

室

}度辺清央

長

次長兼室長

赤倉史明

..'

,

室

財政課

(13人)

前田裕子

世界遺産推進室

(5人)

長 金原久美子

課 長

室

羽佐古潤二郎

長

監
監
長
幹
幹
幹

政
室
主
主
主

長

策
策



2事 務

部

企画財

政部

刀

都市経営室

課・室

1)部の統括に関すること。

2)基本構想並びに長期計画その他行財政の総合的な計
画、推進及び調整に関すること。

(3)政策評価に関すること。

(4)道州制に関すること。

(5)地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭'和31年

法律第162号)第 1条の3第1項に規定する大綱に関するこ
と。

(6)総合教育会議に関すること。

(フ)都市経営会議及ぴ都市経営執行会議に関すること0

(8)地域振興計画等に関すること。

(9)広域行政に関すること。

ao)職場の活性化に関すること。

(11)総合計画審議会に関すること。

(12)長崎創生推進室、移住支援室、大型事業推進室、地

域コミュニティ推進室及ぴ市民協働推進室に係る庶務、予

算の経理及び連絡調整に関すること。

(13)部内事務の連絡調整に関すること。

分掌事務

長崎創生推進室

("市民との協働の推進のための施策に係る総合的な企画

及び調整に関すること。

(2) NPO、ボランティア等に関する.こと。

(3)市武活動センターに関すること。
(4)市民力推進委員会及び提案型協働事業等選定審査=

に関すること'

移住支援室

大型事業推進室

(1)まち,ひと.しごと創生総合戦略の総合的な推進及ぴ調整
に関すること。

(2)まち,ひと・しごと創生総合戦略審議会に関すること0

地域コミュニティ推進

室

2

( 1 )

(2)

移住支援に関すること。

ながさき移住ウェルカムプラザとの連絡調整に関すること0

( 1 )

(2)

市民協働推進室

市庁舎建設に関すること。

県庁舎跡地活用に関すること。

(1)地域コミュニティのしくみづくりの推進及ぴ支援に関するこ

と。

(2)地域コミュニティに係る総合調整に関すること0

(、3)地域福祉の推進に関すること。

(4)地域コミュニティ推進審議会に関する.こと0

掌
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部

企画財

政部

財政.課

課・室

(1)財政計画に関すること。

(2)予算の編成及び予算執行の総括管理に関すること。

(3)市債に関すること。

(4)地方交付税に関すること。

(5)一時借入金に関すること。

(6)地方財政状況調査及び公共施設状況調査に関するこ

と。

(フ)決算に係る主要施策の成果説明書等に関すること。

(8)財政公表に関すること。

世界遺産推進室

分掌事務

(1)世界遺産に関すること。

i

3

一



3 所管事務の現況等

1 総合的な企画の立案、推進及ぴ

調整

事 項

(1)都市経営室

2 会議の運営

総合的な計画及び整備を要する特定の事務で、特に重要なものを掌握

する。

(1)総合的な企画の立案、推進及び調整

②総合計画の策定及び進行管理

③重点プロジェクトの進行管理

④市長マニフェストに関する事業の進行管理

⑤「教育大綱」の進行管理

3 地域振興の推進及び調整

内

4 連携中枢都市圏構想の推進

都市経営会議、都市経営執行会議、戦略会議及び重点プロジエクト会

議並びに総合教育会議の開催

各種計画の進捗状況管理を行うことにより、地域の振興を図る。

(1)市町村建設計画・過疎地域自立促進計画・辺地総合整備計画'

地域振興計画の進捗管理

(2)過疎・離島・半島に関係する構成団体間の連携を図り、国・県への

要望活動等を行う。

5 政策評価

6 「游学のまち長崎」推進事業

近隣市町との連携中枢都市圏構想・の推進を図り、連携中枢都市圏ビ

ジョンの進捗にっいて、事業の実施状況及ぴ成果指標の推移を踏まえ、

事業内容の充実を図る。

4

7 しごと改革

市政運営の基本システムとして「政策評価制度」の円滑な推進を図り、

より効率的で質の高い行政、市民にわかりやすい行政の実現を目指す。

8 長崎開港450周年記念事業

游学のまちづくり1こ向けた取組み

①学生地域連携活動支援事業

「游学のまちdeやってみゅーで"Uーサポ"」の実施

(2)游学のまち長崎の情報発信

市民起点の意識を持って仕事に取り組む職員の育成及び成果をあげ

ながら成長していく組織(市役所)づくり

長崎開港450周年記念事業の実施に向けた準備や庁内並ぴに民間

団体等との調整

容



まち・ひと・しごと創生総合戦略

の総合的な推進

事 項

(2)長崎創生推進室

2 人口滅少の克服と長崎創生の

推進

平成28年3月に人口減少の克服と地方創生の実現に向け策定した、

「長崎市まち・ひと・しごと創生総合戦略」の推進に関する清報等の集約、

進行管理、分析、検証、課題抽出等の業務を行う。

また、現総合戦略の計画期間が令和元年度に終了するため、令和2年

度を開始時期とする次期総合戦略の策定を行う。

(1)総合戦略推進に向けた各施策の進行管理

(2)国の制度、施策に対応した総合的調整

(3)まち・ひと・しごと創生総合戦略審議会の運営

内

(1)長崎創生プロジェクト事業認定制度

市民、企業、大学、地域、NP0等と人口減少に対する危機感を共有

し、人口減少の克服と長崎創生を図るため、新しいアイデアの実現に

向けた自主的かつ主体的な取り組みを支援する。

(2)交流の産業化リーディング事業費補助金

新たな消費の拡大など、「交流の産業化」を推進する民間事業者の取

組みを支援して、成功事例として顕在化させ、波及効果を広げて、「交

流の産業化」を加速する。

(3)「人」のまち「ながさき」プロモーション事業

長崎市民の愛する声を集めて、長崎の日常の魅力を発信する「長崎

LOVERSプロジェクト」の取組みを推進し、市民の「シビックプライド」を

高めるとともに、新しい長崎ファンをつくって長崎市への新たな来訪者

を増やし、ひいては、滞在期問の延長などによる消費拡大に向けた取

組みを進める。

3 婚活支援の充実 結婚の意思を持つ独身男女の希望をかなえられるよう、婚姻活動、い

わゆる「婚活」を支援し、出会いの場の創出に取り組む。

① rながさきで婚活」応援事業

5

容



1 移住・定住促進

事 項

(3)移住支.援室

人口減少を克服し、新しい人の流れを創出するため、移住定住促進に

向けた取り組みを行う。

①移住相談窓口「ながさき移住ウェルカムプラザ」の運営と「ながさき移

住サボートセンター」等関係機関と連携した移住支援

(2)移住希望者と企業等との仕事のマツチング

③東京都や都市部での移住相談会の実施

(4)移住支援に関する周知・受付

内

6

容



1 新庁舎建設の推進

(4)大

事

2 県庁舎跡地活用に係る県との調整

項

型 事

現在の市庁舎は、老朽化や耐震性能の不足、窓口や執務室の分散

など、解決を急ぐべき課題を多く抱えていることから、市民が利用しや

すく、安全・安心の拠り所となる新たな市庁舎の着実な整備に取り組

む。

業 推

県庁舎跡地は、長崎市にとっても重要な場所であることから、県民・

市民にとってより良い活用となるよう、県との調整を図る。

i

進室

内

7
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地域コミュニティ連絡協議会の

設立支援

事

(5)地域コミュニティ推進室

項

2 地域コミュニティ連絡協議会の

運営支援

(1)地域コミュニティのしくみづくり1こついての説明会を開催する0

(2)「まちづくり計画」の策定のための話し合いの場の開催を支援する0

③地域コミュニティ連絡協議会設立準備委員会に対して、まちづ4婚十

画の策定等にかかる会議、広報、視察等に要する経費を財政的に支

援する。

ア地域コミュニティ連絡協議会設立準備交付金

3 人材育成

(1)総合事務所、地域センターと連携し、地域コミュニティ連絡協議会の

運営に関する様々な支援を行う。

(2)地域ユミュニティ連絡協議会に対しで、まちづ4婚十画に基づく活動及

び運営に係る経費を財政的に支援する。

ア地域コミュニティ推進交付金

内 容

4 地域コミュニティ推進審議会

①地域の担い手などを対象とした講座を開催し、一休的な地域運営に

必要とされる知識やスキル等の習得に向けた支援を行う。

アわがまちみらいマネジメント講座の開催

イわがまちみらい情報交換会の開催

ウ先進地視察

(2)地域コミュニティ連絡協議会設立に向けたまちづくりを支援する職員

の資質向上を図る。

ア話し合いの場で必要な能力研修

イ職場内研修

(1)地域コミュニティを支えるしくみの推進や地域福祉計画に関して市民

から意見聴取を行う。

ア地域コミュニティ推進審議会

8



1 市民力推進委員会

事 項

(6)市民協働推進室

2 市民との協働の推進

市民力向上検討会議の報告婁に基づき「市民力」の推進や、連携強化

に向けて本市が行う各種施策について、市民と行政がともに検討する委員

会として運営。

委員会の中に、市民活動支援補助金及び、市民活動に係る公募事業の

審査、評価等を行う補助金等審査部会等を設ける。

①協働推進事業

地域の課題解決のため、市民が自ら取り組む市民活動の広がりや、ネッ

トワーク化及ぴ市民と行政との協働が必要であり、それらを推進するた

めの事業を行う。

アちゃんぽんミーティングの開催

イ協働に関する研修会の実施

②協働のまち魅力発信事業

ケーブルテレビやホームページ「市民カネット」などを活用し、協働を分り

やすく市民に広く周知する。

③提案型協働事業

市民(市民活動団体等)の発想を活かした事業企画を募集し、市民と行

政との協働により地域課題の解決を図り、地域活性化につなげるもの。

市民と行政が協働で企画した事業について、2回の審査を行い、翌年度

実施する事業を採択する。

内

3 市民活動の支援

4 長崎伝習所

市民活動の活性化と充実を図り、市民と行政が一体となった魅力あるま

ちづくりを推進するために、経済的支援を行う。

(1)市民活動支援補助金

ア市民活動スタート補助金 ,

イ市民活動ジャンプ補助金

ウ市民活動人材育成補助金

5 市民活動センターとの調整

市民と行政との協働によるまちづくりを目指して、市民がテーマを提案し

自主的に運営する「塾事業」を展開するほか、「つながり事業」として、若い

世代の市民が、まちづくりの様々なテーマに関する思いや考えを語り合い

ながら企画を検討し、その企画を実践する講座を開催する。

平成30年度から指定管理者制度を導入し、様々な分野の市民活動団体

やボランティアなど、非営利で公益的な活動をしている方々のための拠点

施設として開放し、市民活動の活性化を図る。

9

容



1 第四次総合計画及び重点プロ

ジェクトと連動した予算編成

事 項

(フ)財

2 行財政改革の推進

第四次総合計画を着実に推進するため、重点プロジエクトをはじめとし

て、部局ごとの重点化方針・重点的施策などと連動した予算編成を行

い、今後の市政発展と課題解決に向けた取り組みを一層強化する。

中期的には大型事業が集中する見込みであることから、中長期財政シ

ミュレーションの時点修正を適切に行いながら、健全で持続可能な行財

政運営に努める。

政 ・果

内

健全な財政基盤を確立するとともに、将来にわたり安定した市民サー

ビスを提供していくため、行財政改革プランを策定し着実な推進を図る。

゛

鴫

、

10

容



1 構成資産の調査・整備

事 項

(8)世界遺産推進室

、

世界遺産として適切に構成資産等を保全し価値を後世に伝えるため、保

全のための調査・整備に取り組む。

①珀剛台日本の産業革命遺産」

ア端島炭坑跡護岸・建築物の保全にかかる調査

イ端島炭坑跡護岸・建築物の修復工法の検討及ぴ整備

②「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」

ア構成資産モニタリングカルテ作成

イ関連資産の整備事業及ぴ石積み(ネリベイ)建物修理

2 来訪者受入態勢の充実及

び世界遺産価値の理解促

進

内

来訪者の満足度向上を目指し、更なる受入態勢の充実を図るとともに、

周知啓発等を行い、世界遺産価値の理解促進を図る。

①「明治日本の産業革命遺産」

ア世界遺産周知用リーフレットの印刷

イ長崎工りアガイドマップ印刷

②「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」

ア構成資産説明板の設置

イ重要文化的景観説明板の設置

ウ歩行者ルートの整備

3 国及ぴ関係県市町等との

連携

世界遺産の保全及び周知啓発のため、国、関係県市町及ぴ関係機関と連

携して取り組む。

①「明治日本の産業革命遺産」

ア世界遺産協議会(8県れ市)

イ専門家委員会

ウ産業遺産国民会議

工長崎地区管理保全協議会

オ世界遺産の保全にかかる三者会議(三菱、県、市)等

②「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」

ア世界遺産県市町調整会議

イ世界遺産保存活用協議会

ウ長崎県世界遺産保存活用県民会議等

れ

容
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4 長崎市第五次総合計画の策定について

(1)総合計画の構成と期間

基本構想、基本計画及び実施計画の三層構造とする。

計画の期間は、令和3年度から令和12年度までの10年間、基本計画にっいては社会情勢の
変化等に対応するため5年ごとに見直すこととし、前期・後期で計画を定める。

また、実施計画にっいては3年計画とし、主要な事業にっいて具体的な計画を定め、事業の
効果を見ながら毎年度見直すこととする。

【図1】総合計画の構成

本構

基本計画

【基本構想】

長崎市における将来の都市像やこ

れを達成するためのまちづくりの方

針などを定めたもの。

【基本計画】

基本構想において定めたまちづくり

の方針の目的などを達成するため

の各種施策を体系づけるもの。

【実施計画】

基本計画において定めた各種施策

の目的を達成するための具体的な

事業計画を示す行財政運営の指針

となるもの

実施計画

【図2】総合計画の期間

R3 R4 R5

・将来の都市像

・まちづくりの方針

前期基本計画(5年間)

実施計画

・基本施策

・個別施策

^^^

L実宣辻画侮年度見直_し」旦生,1_
L慶施赴画毎生麿見直レ住男 P

基本構想(10年間)

・3年問の事業計画

後期基本計画(5年間)

■ 実施計画(3年間)



(2).総合計画策定の経緯及び必要性

ア総合計画策定の経緯

平成23年5月2日「地方自治法の一部を改正する法律」公布

第2条第4項の削除

才基本構想の法的な策定義務が削除された。

⇔総合計画の策定及ぴ議会の議決につし・、ては市の独自の判断に委ねられた。

【参考】

改正前地方自治法

第2条第4項

「市町村は、その事務を処理するに当たづては、議会の議決を経てその地域における総合

的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想を定め、これに即して行うようにしなけれ

ぱならない。」⇔削除

イ総合計画の必要性

(ア)'市政運営上の最上位計画として、各部局が横断的に取り組むための市政全般を網羅し

た指針が必要である。

(イ)市民、企業、市民活動団体などあらゆる主体と協働によるまちづくりが求められる中で、

一体となって取り組むための共通の指針が必要である。

(3)策定の手続き

平成23年5月の地方自治法改正前と同様、基本構想について議会の議決を経て、総合計画

を策定したい。

今後、、議決のための条例の制定などについて検討する。
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(4)総合計画策定の流れ

市民約 5,000 人を対象に実施

(H30)

市民意識調査

各分の関係団体ヒアリング
各分野の現状・課題、今後10年
間に取り組むべきことなどについ
てヒアリングを実施(R元)

市民からの意見聴取

講演会、パネルディスカッション

(R元.6)

シンボジウム

い世代からのヒアリング

市長を交え「長崎の未来」につい

てワークショップを実施(R元)

基本構想の策定

(将来の都市像・まちづくりの方針)

本想の

輪(予定)
パブリックコメント

ハブリックコメント

基本計画の策定

(基本施策・個別施策)

決(予定)

実施計画の策定

(3年間の事業計画)

長崎市第五次総合計画策定

報
止
園
・

竜
見
反
映

議
会

総
合
計
画
審
議
会

提
案
・

竜
見
反
央



(5)策定スケジュール

平成30年度

1234

報告

第五次総合計画策定スケジュール

令和元年度

5 6 7 8 9 10 1112 1 2 3 4 5 6 7

議決

厘■■■■
策定内容を殖時報告

■皿■■■■■■■■■■■■冒■■■■鳳M

基本構想

^^^

検討作案

基本計画

構想仁係る決のための条倒の制定(予定)

令和2年度

8 9 10 11 12 1

アンケート

戸盟

2 3

関係団体、
市民等から
のヒアリン

グなど

^^^^

構想の食会の議決(予定)

総合計画審議会

検討作粂

総合計画審冨における協議

■■■亜■■■■■■■盟■■■■巨■■■冒■■■冒昆
基本構急基本構想幡子)の策定

四次総の
基本計画倦本施斎個別施靭の策定儒来の都市惚振五り

まちづくりの方鮒

^^

議
会
へ
稔
合
計
面
ー
ロ
・
6
π
成

議
会
へ
想
提
出
・
計
面
策
定
豊
中
報
告

基
本
構
想
骨
子

議
会

基
礎
ゑ
料
■
N
"■■

市
民
参
画

基
礎
資
料

基
礎
資
料

全
体
ス
ケ
ジ
ユ
ー
ル



5 ながさき移住ウェルカムプラザについて

(1)概要

平成30年の人口の社会動態において、若年層の転出超過を要因とする人口減少
が深刻な状況であることから、喫緊の対策として、今年度から移住支援の総口相詠
窓口「ながさき移住ウェルカムプラザ」を開設し、移住希望者からの「すまい」
「しごと」「子育て」等の相談にワンストップでサポートを行っている

運営体制等

(ア)業務開始日平成31年4月26日
(イ)設置場所ホテルニュー長崎1階
(ウ)相談時間 10時~18時※土日祝日開所(年末年始、水曜日休み)

制相談員3名※を配置(エ)体

【内訳】相談員(再任用職員) 2名、就職相談員(嘱託職員)1名:・

必要に応じて移住支援室の職員も窓口対応する。

ながさき移住
ウェ1レカムプ,,

主な業務の内容

(ア)移住全般に関する相談対応

移住希望者からの「すまい」「しごと」「子育て」等の相談対応、情報従供
東京都や福岡市、大阪市など都市部における移住相談会(全 17 回予定)
への参加、相談対応

.お盆、年末年始の帰省者等をターゲツトとしたPRの実施
(イ)すまいのサボート

.市内物件情報の提供や地域の案内、空き家バンクの物件の現地案内
(ウ)しごとのサポート

就職相談員による移住希望者との仕事のマツチング
.ハローワーク等の求人情報の案内

.企業訪問を通じた求人情報の収集

.ながさき移住サポートセンター(県)やその他関係機関との連携による
マッチング情報の交換

(エ)子育てのサポート
.保育所の空き情報や各地域の学校情報の提供

^

【内観写真】

^

【外観写真】



(2)移住者数の月別比較表(平成28~令和元年度)

年度

平成28年度(人)

(相談件数〔件〕)

月

平成29年度(人)

(相談件数〔件〕)

前年度比(イ剖

(H29/H28)

4月

平成30年度(人)

(相談件数〔件〕)

5月

0.93

前年度比(イ剖

(H30/H29)

6月

74

(203)

令和元年度(人)

(相談件数〔件〕)

7月

15

(27)

1.38

3

前年度比({剖

(RI/H3の

(6)

7

a8)

8月

0.25

0.30

4

(23)

0.64

9月

0.99

令和元年度目標値 200人

1.50

92

(400)

18

(3刀

8

(13)

1.33

10月

1.07

0.71

1.24

11

(74)

2.57

5

(29)

1.33

11月

0

(41)

7

(14)

2.75

10

(55)

1.00

12月

29

(1 1 1)

1.17

※ 5月末現在

9

(45)

4

(11)

1月

6

(5)

3

(4の

1.29

2月

032

0.75

亀

2

(29)

0.30

5

(15)

3月

(15)

目標対前年度比 2・.18倍

0.75

.

13

(3刀

0.33

合計

15

(10)

8

(1刀

020

14

(48)

75

(12田

4.33

14

(111)

1_60

14.00

2

(36)マ

8
 
)(

0
 
)(

ー
)(

4
 
)(

フ
)(

6
 
)(

3
 
)(

5
 
)(

6
 
)(

0
 
)(

8
 
)(

0
 
)(

5
 
)(

3
 
)(



(3)移住者の内訳(令和元年4~5月)

Ⅲターン

Uターン

都道府県別

東京都

世帯数

(世帯)

広島県

埼玉県

大阪府

人数(人)

5

2

8

4 (13.8糊

(27,6%)

2

年代別

70歳以上

60歳代

(6.9%)

50 歳代

(3.4%)

1ターン

福圖県

40歳代

(3.4%)

世帯数

(世帯)

千葉県

30歳代

性別

神奈川県

20歳代

※

京都府

20歳未満

内のパーセントは、各項目の人数が移住者全体に占める割合である。()

広島県

男性

(4)移住の主な理由

ア Uターンの主な理由

.長崎市出身者でこれまで関東や大阪に住んでいたが、長崎市は地震のりスクが少な

いため(大阪府)

.長崎市出身者であり、長崎市、諌早市もしくは大村市への移住を考えていたところ、

仕事や子育て環境が良好な長崎市内中心部で希望の物件が見っかったため(広島県)
ー゛、

.外資系企業に勤務していたが、これまでの仕事のキャリアを活かして、出身地であ

る長崎市に貢献したいと考えていたところ、長崎市内の企業に採用されたため

(東京都)

10

人数(人)

高知県

女性

2

北海道

21

(3.4%)

"

山口県

(3.4%)

5

(72.4%)

宮崎県

2

(3.4糊

4 (13.8%)

(17.2%)

70歳以上

0

(6.9%)

3

60歳代

0

0

(0.0%)

2

(10.3%)

50 歳代

3 (10.3%)

(0.0%)

2

40歳代

(6.9%)

5 (17.2%)

2

30歳代

(6.9%)

3 (10.3%)

20歳代

(6.9%)

20歳未満

(3.4%)

イ 1ターンの主な理由

.観光で何度も来るうちに長崎市が気に入り、長崎市で創業するため(広島県)

,長崎市で子育て中の一人娘の近くに住むため(京都府)

.長崎市に移住した友人から長崎市への移住を勧められたため(千葉県)

男性

(3.4%)

2

女性

(3.4%)

3 (10.3%)

(6.9%)

3 (10.3扮

18

0

5 (17.2%)

(0.0%)

3 (10.3%)

5 (17.2%)

12 (41.4%)

9 (31,0%)


